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参議院農林水産委員会／2009 年４月７日 

 
【「特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律案」について質疑】 

 

 

○山田俊男君  

自由民主党の山田俊男であります。 

 石破大臣におかれては基本計画の策定、検討という大変重要な課題をお持ちで、さ

らに、その一方で、それこそより適切な受粉、イチゴだったり、それからスイカなん

かもそうらしいんですが、その受粉のためにミツバチを確保しなきゃいかぬという事

態が今生じているようで、そうしたことも含めて大変な忙しい課題について取り組ん

でおってもらっておるわけでありまして、大変ありがとうございます。その大臣に私、

今日質問をさせていただくわけでありまして、ありがとうございます。 

 当特定農産加工法についてでありますけれども、平成元年に制定されて以来、それ

こそ農産加工業の低利融資、さらには税制措置についてより適切な対策がそれぞれ講

じられてきて、この間におきます、もちろん何度かにわたる延長措置がなされてきた

わけでありますが、しかし、その中でそれぞれ対象業種も拡大されるなり、さらに対

象業種の皆さんもこの仕組みの良さを認識されている声が聞こえてきているわけで

あります。国内有数の農産加工をやっておりますえひめ飲料ですね、本当に正直なミ

カンジュースを作っていますというところでありますが、あそこなども平成十五年に

この融資の対象になって大変喜んでおられるわけであります。 

 ところで、こうした措置にもかかわりませず、加工業全体の我が国の実績はずっと

落ちてきております。一体この背景はどういうところにあったのかということをまず

大臣にお聞きします。 

 

○国務大臣（石破茂君）  

実績は先ほど来お答えをしておりますし、委員が一番御案内のことですから繰り返

すことはいたしません。 

 要は、国内の特定農産加工品と競合関係にございます輸入品、これの輸入が平成元

年から平成十九年までに二・五倍になっています。これはきちんと認識をしなきゃい

かぬことでございまして、平成元年に千六百六十四億円だったものが平成十九年には

四千九十七億円ということになっておるわけでございます。 

 これは何でこんなことが起こったのかということを考えてみますと、一つは関税の

引下げ、国境措置が見直されたということです。二番目は、もちろん円安のときもご

ざいましたが、基本的には円高基調が続いておるわけでございまして、輸入価格が割

安に推移をしてきましたということ。さらには、加工・業務用の中間加工品に加えて、

家庭用に直接入ります付加価値が非常に高いもの、そのような最終製品の輸入が増え
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たということ。さらには、肉の調製品などというように単価の高い製品の輸入の伸び

が大きいと。こういうことが重なりまして二・五倍も増えましたということになると

思っております。 

 輸入品の価格競争力というのは、円高基調のせいもございまして、価格競争力は強

まっておるという認識をしております。仮に本法による支援措置がなければ現状より

悪化していたというのは、さっき言ったように、風邪薬飲まなきゃもっと熱高かった

でしょうみたいな話なんでございまして、この法律の延長をお願いをしておるわけで

ございますが、更にいろいろとフレキシブルな対応もできますし、この法律のみなら

ず、農商工連携、いろんなものを総動員をして私どもの競争力を何とか強めていきた

いと思っております。 

 そのためには、これも委員が一番御承知のことでございますが、どうやって一人一

人の方々に私どもの制度を周知せしむるか、御承知いただくかということに更なる努

力を重ねませんと、この二・五倍という数字はやはり私としては深刻に受け止めるべ

きものだという認識を強く持っておるところでございます。 

 

○山田俊男君  

まさに、大臣がお持ちの危機感、これを私も持っているところであります。 

 ところで、近年、こうした、大臣、風邪薬と言いましたが、新しい新薬を準備する

というんですか、先ほど来、舟山委員からも質疑があった部分でもありますが、この

特定農産加工法に加えまして、近年はそれこそ農商工連携促進法が制定されたわけで

ありますが、さらに今後、当委員会でも議論になりますが、米穀等新用途利用促進法

ですか、これが提案されるのかというふうに思いますが、こうした対策が措置されて

いるし、予定されているわけでありますが、当法律とそれから新しく出てくるこれら

の対策との役割分担や連携はうまくいっているのかどうかということを心配するわ

けですが、この点、近藤副大臣、お考えをお聞かせ願いたいと思います。 

 

○副大臣（近藤基彦君）  

山田委員にお答えしますが、委員のおっしゃるとおりで、やはりここは役割分担を

きっちりして、そして、なおかつ連携を取っていくということが一番大事なことだろ

うと思っております。 

 農商工連携促進法は、これは農林漁業者と中小企業者が連携をして、それぞれのノ

ウハウあるいは技術等を生かして新商品の開発や販路の拡大をしていくといった目

的を持っておりますし、また、今後御議論をこの委員会でもしていただきます米関連

三法の中の米穀の新用途への利用の促進に関する法律案では、我が国では一番重要な

食料生産基盤となっている水田フル活用を図るために、農業者と米粉の製造業者等が

連携した米粉用米の本格生産、利用の取組を支援するというものであります。 

 いずれも、いわゆる国内農業とそれから農産加工業との結び付きの強化、あるいは

国内農産加工業の体質強化に資するという共通の側面があるわけでありますので、そ
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れぞれの特色を生かした支援を行うことによって地域農業の振興や食品産業の経営

体質の強化を図っていく大事なものでありますので、やはりおっしゃるとおり、役割

分担と連携を特に強化をしていくということに重点を置いていかなきゃいかぬだろ

うと思っております。 

 

○山田俊男君  

是非、その連携の強化がしっかりできると。ハード面での措置はこんなふうにやる、

しかし一方で、ソフト面の措置についても、こういう組合せの中でこの事業が展開で

きるという連携をこそしっかり持ってもらいたいというふうに思いますし、同時に、

対策がそれぞれ複雑になってしまって使い勝手が悪くなってはいかぬわけでありま

すから、是非使いやすいものとして運営を考えていくということをやっていただきた

いと、こんなふうにお願いしておきます。 

 さて、この法律の意義は、特定農産加工法の意義は変わらない、それで五年の延長

をということでありますが、先ほど来大臣からお話あるように、輸入量が拡大して、

また新しい各種の加工品の輸入が増えてくる中で、国産原材料の競争力が著しく落ち

てしまっているということがあるわけであります。 

 加工事業を行っているＪＡであったり、さらにはその他会社の皆さんに意見をそれ

ぞれ聞いてみますと、国産の原料調達が著しく難しくなっていると。これは、生産面

でも高齢化が進んでくる中で原料が集まらないんだという声もあります。さらには、

これは最近のいろんな形の安全、安心であったり偽装の問題、これはもう徹底して駄

目なわけですから、このためには表示をどう徹底するか、さらにはトレーサビリティ

ーをどうするかということになってきますと、加工業者の皆さんの複雑な事務や注意

事項がいっぱい増えてきているわけでありますから、その苦労があるんだということ

であります。さらには、需要の変化で在庫が、需要が減少すれば一気に在庫が膨らん

で、そのことが経営圧迫につながっていると、こういう声でありますし、それからさ

らには、先ほど来ありましたように、輸入品の増加、それから産地の縮小で、それこ

そ特定農産加工法で設置した施設、補助事業で設置した施設の転換対策が迫られてき

ているんだというような意見が出されてきているわけでありまして、どうも聞く話は

困難な話の方が多いわけであります。 

 これらについて、要は全体論として、特定農産加工におきますそれぞれのハード対

策をやると同時に、それぞれ作物が持っております、品目が持っております様々な対

策をどう手を打っていくかということが求められているんだろうと、こんなふうに思

います。これら品目ごとの具体的な対策に手を打っていくといいますか、そのことが

必要になるかというふうに思います。 

 私はこの特定農産加工法の質疑を利用しまして、それぞれ抱えております、対象業

種でもあります品目ごとの対策につきまして検討状況をお聞きしたいと、こう思いま

す。 

 まずパイナップルの対策でありまして、パイナップルの場合は、平成二年に、御案



山田の国会報告 

- 4 -

内のとおり、パイナップル缶詰の輸入が自由化されたわけであります。国内缶詰原料

は輸入パイナップルとの抱き合わせで国内加工を確保しているという、これも当初の

抱き合わせの比率も大きく下げまして、もうぎりぎりの、本当にぎりぎりの国内生産

と加工の実績になっているかというふうに思います。 

 沖縄に工場がありますが、これは北部振興策で措置されておりまして、しかし実態

は、生産者の生産コストを償うだけの原料支払価格、これも言わば支払えない、コス

トも償えない実態になっているということでありまして、多様な商品との競争が、そ

ういう面では需要の拡大にも十分つながっていないということであります。 

 これらパイナップル缶詰等の売価を上げる、又は制度、仕組みによって補てんを充

実する、ないしは、これは条件不利地域としての沖縄本島の北部地域の赤土のあの条

件の中で作られているパイナップル対策について別途の対策を講ずるという対策が

同時に必要になるんじゃないかというふうに思いますが、どんな検討がなされている

かお聞きしたいと思います。本川局長、お願いします。 

 

○政府参考人（本川一善君）  

御指摘のように、パイナップルは沖縄地域の特産作物でありまして、非常に重要な

役割を果たしているものだというふうに認識しております。 

 これまで農林水産省では、パイナップルの品質向上を図るために、優良種苗の増殖

でありますとか機械施設の整備に支援を差し上げておりますし、缶詰原料用のパイナ

ップルの安定供給を図るために価格補てん事業を実施をしているところでございま

す。 

 御指摘のように、パイナップルは、四年に二作取るわけでありますけれども、その

二作目はなかなか生果として販売することが困難であるということで缶詰としての

処理を行っていくというような事情にございますので、先ほど御指摘いただいた北部

振興事業でパイナップル缶詰を中心とする農産加工施設を整備をして、今年から、二

十一年産から稼働するという方針になっております。 

 私どもといたしまして、こういう缶詰の製造、販売と、それから生食用の販売促進

活動、こういったものを含めて、農家所得が向上するように取り組んでまいりたいと

いうふうに考えておるところでございます。 

 

○山田俊男君  

続きまして、酪農対策でありますが、牛乳等加工につきましては当法律で様々な対

策が措置されておりまして、件数も、融資の実績も大変多いというふうに見ておりま

す。 

 ところで、御案内のとおり、資材等、えさ価格の高騰でとりわけ都府県の家族酪農

家の離農が年間一〇％近くに上るというふうに言われております。結局はコストを償

う価格が実現できていないというところに一番の原因があるのかなというふうに思

いますし、同時にまた、都府県の酪農については、率直に言って、その価格を支える
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制度、仕組みがないと。自らの共補償の仕組みをつくっておりますが、その仕組みだ

けしかないわけですね。結局は、需要を御覧になっていただきますと分かりますよう

に、大規模小売店が主流となった牛乳の売り方があるわけでありまして、これらにつ

いても原因があるんじゃないかというふうに言われております。 

 御案内のとおり、昨年四月に三円、本年三月に十円の乳価の引上げを何とか実現し

たわけでありますが、しかし、それにしましても、結局はコストを反映する適切な価

格形成の仕組みをつくることがどうしても必要だというふうに考えるわけでありま

す。そうなりますと、小規模プラントの再編、さらには多様な需要にこたえる乳製品、

チーズ等の生産ができる工場の建設、それから供給団体の全国的な再編、さらには適

切な価格形成のための仕組みといいますか、その制度化が課題になっているんではな

いかというふうに思います。 

 乳業の工場の再編について、それぞれ、今言いましたように、当法律が役割を果た

してきたことは間違いないというふうに思います。同時に、別途の事業があるという

ことも承知しているわけでありますけれども、この取組とそれから別途の乳業再編対

策の取組を連動させて都府県の酪農再編対策が必要だというふうに考えるわけです

が、この点について検討状況をお聞きしたいと思います。 

 

○政府参考人（本川一善君）  

御指摘のように、農協系の酪農プラントは農家の方々が参画してつくっておられる

プラントでございます。この経営が悪化をすれば酪農家の皆さんの経営にも影響する

ということでございます。こういう農協のプラントの経営安定を図っていく、そのた

めにはやはり、どうしても規模が小そうございます、そういう意味で、再編整備を進

めていくということが必要であると思います。 

 こういうことを踏まえまして、この特定農産加工資金も活用させていただいている

わけでございますが、平成八年度から再編整備のための補助事業を設けまして支援を

しているところでございます。特に二十一年度につきましては、この補助事業につき

まして、広域の再編整備を行うような場合に若干の要件緩和をいたしますとか、それ

から補助対象の限度額を引き上げるとか、そのようなことをさせていただいておりま

す。 

 もう少し広域なり大規模な統合再編が進むように、私どもとしても、この資金を使

いながら補助事業と相まって進めていきたいと思います。一〇〇％の補助をできるわ

けではございませんので、こういう特定農産加工資金を活用しながら、一体となって

再編整備を進めていく、そのようなことで取り組んでまいりたいと考えております。 

 

○山田俊男君  

続きまして、ミカンの果汁原料対策についてお聞きしたいというふうに思います。 

 温州ミカンについて、加工原料用果実について、これまでこの法律でもって措置さ

れてきた実績も大変大きいわけで、先ほど言いましたように、大きな役割を果たして
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きたんだというふうに思います。 

 しかし、現実は国内の加工原料果実が実は集まらないという声が本当にほうはいと

して起こってきておりまして、えひめ飲料、日本の代表的なミカンジュースの製造メ

ーカーでありますが、そこへ行きましても、もう国産一〇〇％のミカン果汁を作るこ

とができなくなるかもしらぬと、こういうことをおっしゃっているほど危機感がある

わけです。畑に、ないしは農家の庭先に実はミカンが山のように積んであるんだと、

それが、少なくともちゃんとこの工場のこの倉庫に運んでくれれば夏の期間にちゃん

と搾って一〇〇％果汁を作ることができるのにということをおっしゃっていたこと

を鮮明に覚えているわけであります。要は、いかにこの国産の、その畑にある、庭先

にあるこのミカンをきちっと運ぶかということが必要になります。 

 御案内のとおり、これは、温州ミカンについては、昭和四十七年に加工原料用果実

価格安定制度の対象になったわけでありまして、ところが平成十三年に生果を対象と

する果樹経営安定対策ができてその対象になったわけですね。そのために、平成十三

年のこの時点で加工原料用果実仕向けの仕組みからは温州ミカンは除かれたわけで

す。ところで、平成十九年四月にこの生果の経営安定対策の補てんの仕組みを実は廃

止したわけであります。 

 とすると、今のところは緊急一時的に、例えば昨年の極わせのミカン対策、温州ミ

カン対策について効果的な対策が打たれたということは承知している。要は、出荷し

たものについて、一時的な出荷集中を避けるために、それら市場出荷されたものを加

工原料に持っていく、持ち帰るということですかね。そのための横持ち運賃等が措置

されているのは間違いないんです。生食用の果実に対して措置が行われているわけで

す。 

 しかし、工場が本当に加工用のミカンが欲しいと言っているのに適切に恒常的に対

応する仕組みが制度としてできていないということがあるわけでありまして、この点、

生食用に向けての市場出荷の生食用の制度と、それと加工原料仕向け用の制度、これ

をしっかり連動させる形で対象にし、運営していく、この経営安定対策をつくり上げ

ることの要望が非常に強まっているわけであります。 

 この点、どんなふうにお考えになるか、お聞きしたいと思います。 

 

○政府参考人（本川一善君）  

果実につきましては、今先生が御指摘になったように、生の果実で価格なり経営を

支えるのか、それとも、生の果実ではなくて加工用に回るときに、その加工用の原材

料としての支援、支えをするのかという、両様の考え方があろうかと思います。 

 温州ミカンとリンゴにつきましては、まさにその生の果実で経営安定を講じるとい

うようなことで平成十三年に一度対応を講じまして、それでその対応につきましては、

低品位産地が少しメリットを受けるのではないかということで、これを見直して十九

年度から今の対策に移行しているところでございます。 

 今の対策につきましては、生の果実でのその支援、高品質果実への転換などに前向
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きな支援を行うとともに、その需給安定対策、こういうものを強化することを柱とし

た対策を講じているところでございます。 

 一方、こういう温州ミカンなりが対象になっていない需給調整対策につきましては、

ナツミカン、ハッサク、伊予カンなどについては、御指摘のような果実の価格が著し

く低落した場合に生産者に補給金を交付するという事業の対象にしているところで

ございます。 

 基本計画の中で、議論をする中で私どもとしても検討は深めていきたいと考えてお

りますけれども、このような、いったん生果での支えに転換をしたという経緯も含め

て、あるいは今の生果の対策というのは非常に充実はしております。そういうことを

考えますれば、私どもとしては、引き続き新対策の円滑な実施によりまして果樹農家

の経営安定を図っていくということが肝要ではないかと考えているところでござい

ます。 

 なお、御指摘の近年の果汁工場にありまして非常に厳しい経営状況にあるというこ

とは私どもも承知いたしておりまして、新たに二十一年度から、果汁工場の実態を把

握した上で、その適正配置案なりあるいは健全な工場経営モデルを策定するような検

討を進めてまいりたいと思っておりまして、そういうものを踏まえて各工場に対して

適切な指導、助言を行ってまいりたいと考えているところでございます。 

 

○山田俊男君  

局長からは基本計画の見直しとの関連でも検討していかねばならないのかという

ふうにお聞きしたと思いますので、是非この対策、言うなれば、本日はまさに特定農

産加工法の延長の議論をしているわけですが、しかし、その後ろに個々の品目が抱え

た課題があるわけですから、この課題が的確にこの特定農産加工法と連動して動いて

いく仕組みが必要だ、この検討をしてほしいということをお願いしているわけであり

ます。 

 さて、次に野菜対策についてでありますが、野菜の加工については、これまで当法

律ではトマト加工についてのみ対象になってきているかというふうに思います。 

 ところで、野菜については、国産原材料供給力強化対策、これはサプライチェーン

ですか、というふうに言われている事業があるわけで、この特定農産加工法とどんな

連係の形になるのかということをお尋ねしたいと思います。 

 と同時に、野菜につきましても、御案内のとおり、指定野菜や特定野菜について市

場出荷額と保証基準額との差額を補てんする価格安定制度が御案内のとおりあるわ

けであります。この価格安定制度につきましても、少量多品種の複合産地、これが一

体この制度の対象になり得るのかどうかですね。それから、加工仕向け、まさに加工

用に必要な加工仕向けの価格安定の対策がそれらにちゃんと組み込まれているのか

どうか。それから、契約栽培が今後、野菜の生産、流通に安定化をもたらすわけであ

りますが、それじゃ、契約栽培の場合においてもこの価格安定制度が役割を果たすこ

とができないのかどうか。それから、昨年のように生産資材が大変な高騰を示したわ
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けであります。そうしたコストが上がった分が直ちにそれじゃ野菜の市場価格に反映

できているかというとそうじゃないわけでありまして、そうすると、その急なコスト

が上がった場合の経営安定対策、野菜の農家に対する経営安定対策をどこかで仕組め

ないのかという課題がそれぞれあるのではないか。こんなふうに考えておりますが、

是非、これら野菜対策との関連の中でどうお考えになるかもお尋ねしたいと思います。 

 

○政府参考人（本川一善君）  

まず、トマトの加工品以外につきましてはこの特定農産加工法の対象業種にはなっ

てございませんけれども、御指摘のように、先ほど来議論がございますように、野菜

では加工・業務用の需要が非常に強くなっておりまして、食品の製造業者などからも

国産野菜に対するニーズが非常に高まっております。こういうことを踏まえまして、

私ども、今年度から、先ほど御指摘のあったような国産の加工原材料用の野菜の供給

連鎖、これをつくるための予算を五十六億円計上しておるところでございます。この

事業によりまして、産地と食品製造事業者をつなぐ中間事業者の育成確保であります

とか、あるいは加工・業務用向け野菜の計画生産の促進などの生産流通体制の再構築、

こういうハード、ソフト面の両面から総合的に支援を行ってまいりたいというふうに

考えております。 

 それから、野菜につきましては、作柄が変動しやすいとか保存性も乏しい、こうい

うことで価格は変動しやすいわけでございます。そういうことを踏まえまして、価格

が著しく低落した場合に、生産者に対して再生産のための補給金を交付すると、その

ような経営安定対策を講じているところでございます。また、先ほど申し上げたよう

な加工原材料については、そういう補助事業で対策を講じてまいりたいというふうに

考えております。 

 そのような状況でございますけれども、今後とも、これらの対策を基本としながら

も、基本計画の見直しに併せまして、先ほど御指摘いただいたような少量多品種を生

産する産地、これをどのように考えていくかとか、あるいは契約栽培をどのようにす

るかと、そういうことも踏まえまして、野菜が供給できる多様で活力ある野菜産地の

育成に向けて、対策の更なる充実強化について必要な検討を進めてまいりたいと考え

ているところでございます。 

 

○山田俊男君  

この野菜対策もそれこそ、二十一年度はともかく、二十二年度の対策に向けて大変

重要だというふうに思いますし、それからさらには、基本計画の検討の中におきます

重要なテーマに是非して検討を深めてもらいたいと、こんなふうに思うところであり

ます。 

 続きまして、麦について質問します。 

 麦の加工についてもこれまで当法律で措置されてきたところが大変多いというふ

うに思います。 
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 ところで、麦について、昨年来の国際価格の高騰や変動に対処するために輸入麦の

政府売渡ルール検討会において、国による輸入麦の管理や売渡しの価格や方法につい

て検討が進められているというふうに聞いております。 

 ところで、この検討の在り方については、国内麦の生産や流通に大変な大きな影響

を及ぼす可能性があるわけであります。ちなみに、三月の二十七日に製粉協会から生

産者団体に対しまして「小麦の取引の見直しについて」という申入れが来ておるとこ

ろでありまして、国においては輸入小麦の政府売渡価格の改定ルールについて国際相

場の動向をより迅速に反映できるようにする方向で早急に見直しを行うこととし、政

府売渡価格の改定回数の増加やＳＢＳ方式の拡大について検討が進められておりま

すと、本年夏をめどにその結果が取りまとめられる予定と聞いておりますとした上で、

変動相場制の下では播種前契約、播種前に価格を決定する方式は、国内産小麦の円滑

な流通、消費に支障があるので速やかに見直すこと、となっているんですね。 

 このほか幾つかの要望がありますが、この播種前契約という方式は、まさに平成十

年に新たな麦政策大綱で議論の末これを決定した。背景にありますのは、国による国

内産麦の全量無制限買入れという法律上の規定をとうとう見直す中で、そして、その

条件として、あくまであるのは国内産麦の優先利用ですと。その仕組みの柱として播

種前契約が制度化されてきているところであります。これの見直しなんという話にな

ったら、それこそ国産の麦は大変な生産減といいますか、混乱を来すというふうに考

えるわけでありますが、この点、一体どんな状況になっているのか、お聞きしたいと

思います。 

 

○政府参考人（町田勝弘君）  

国内産麦の播種前契約の仕組みの導入の経緯は、今御指摘をいただいたとおりでご

ざいます。 

 この播種前契約の仕組みにつきましては、農業者が安心して麦生産に取り組めるよ

うにする上で極めて重要であると。私ども政府としては、今後とも播種前契約が円滑

に行われるようにしていく必要があるというふうに考えているところでございます。 

 一方で、国内産麦につきましては、播種前契約で価格が決まった後に輸入麦の価格

が大きく低下すると国内産麦が割高になるといったことから、先ほど言っていただい

たような、製粉業界から播種前契約について見直してほしいという声があるというこ

とも承知をいたしておるところでございます。 

 昨年十月の生活対策を踏まえまして、現在、輸入麦の政府売渡ルール検討会におき

まして、国際相場の動向をより迅速に反映できるようにする観点から輸入麦の政府売

渡ルールの見直しの検討が行われておりまして、本年夏を目途に成案を得るというこ

ととしております。このルールの検討に当たりましては、国内産麦の生産振興との関

係についても検討を深めるということとしているところでございます。 

 今後とも、国内産麦が播種前契約により円滑に引き取られるよう十分留意してまい

りたいというふうに考えております。 
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○山田俊男君  

どうもこの麦の検討状況といいますか、物すごいこれは大事なことなんですよ。本

当に我が国からそれこそ国内産小麦が消えてしまいかねないような事態につながり

かねない重要事だというふうに見ております。その情報が十分伝わってこないという

雰囲気でも私は受け止めております。どうぞ、この夏というふうにおっしゃいますが、

簡単な形でこの問題の整理はできないということを今言明しておきますので、しかる

べく場所でこの点について十分議論を進めていただきたいし、またしていきたいと、

こんなふうに思うところであります。 

 さて、カンショでん粉もこの対策の法律の柱になっており、でん粉工場の整備の実

績があるわけであります。鹿児島のシラス台地でのカンショ生産は、近年、生食用や

しょうちゅう用として需要が高いというふうに聞いておりますが、しかし一方で、で

ん粉用としての一定の需要がちゃんとあって、かつ鹿児島におけるシラス台地の生産

の上でも大変大事なカンショの生産になっておるというふうに思います。 

 最近、でん粉工場の整備が行われるというふうに聞いているところでもありますの

で、このカンショでん粉工場の整備についての課題について、これは野村政務官、お

聞きしたいというふうに思います。 

 

○大臣政務官（野村哲郎君）  

カンショでん粉は鹿児島県の重要な畑作の基幹作目であります。歴史的にこの畑作

のカンショとそれからでん粉工場、表裏一体のところでありまして、現在までこので

ん粉工場の特定農産加工法による融資を利用いたしましたのは、この制度ができまし

てから二十二件の融資総額が大体十二億でございます。 

 今委員指摘のとおり、しょうちゅう用あるいはまた製菓用という形でカンショの面

積自体は少しは伸びておりますが、ただ、でん粉用は少し減っております。そうした

背景の下にでん粉の再編統合をやっておるわけでありますが、まだまだ統合が全部進

んでおりません。現在、二十一でん粉工場がありますが、いずれにしましてもこれを

再編をしていかなきゃならないわけでありますけれども、この再編統合に当たりまし

ては、当法律によります融資を活用して、でん粉工場の体質強化に十分寄与できるも

のだと、こういうふうに考えているところでございます。 

 

○山田俊男君  

大変ありがとうございます。 

 是非、でん粉工場の再編対策も課題でありますので、しっかりやっていただきたい、

こんなふうに思うところであります。 

 さて、今、作物、品目ごとの対策の必要性について検討状況をお聞きしたわけであ

ります。大臣に是非お願いし、またお聞きしたいわけでありますけれども、大臣は、

自給率五〇％を目指した工程表の策定、さらにはこの力になります担い手、農地の対
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策を柱とする基本計画をしっかり策定していくという、大変大きな責務といいますか

課題を大臣抱えておられるわけでありますが、大臣、果敢にこのことに挑戦されてい

るというふうに見ております。大変期待するところであります。 

 ややもすると報道が先行しまして、米の生産調整の見直しにばっかり焦点が当たっ

ているようでありますけれども、しかし大事なことは、大事なことといいますか、米

の生産調整は大事じゃないと言っているわけじゃないですよ。しかし、それに負けな

いくらい大事なのは、今申し上げました果樹であり野菜であり、それから牛乳の生産

でありでん粉であり、それぞれの対策なんですよ。これらについて的確な、作物ごと

の、品目ごとの課題にこたえる対策が何としてでも必要になるわけであります。 

 新たな食料・農業・農村基本計画を議論するに際しましては、これらの対策の検討

がきちっとなされるということが必要だというふうに考えるゆえんでありまして、こ

こで大臣の考えと決意をお聞きしたい、こんなふうに思います。 

 

○国務大臣（石破茂君）  

御指摘をいただきましてありがとうございました。 

 私も、別に米だけが大事だとかそういう議論をしているわけでもありませんし、委

員もそれは同じお気持ちだと思います。るる先ほど来の委員と政府委員、あるいは副

大臣、政務官との議論がございましたが、やっぱり野菜にせよ畜産物にせよ果樹にせ

よ、専業の割合とか一種兼の割合というのは、それはもう歴然と米よりも高いわけで

すよね。米も大事です。しかし、同時に、そのことで本当に生計を立てている、それ

に生活を懸けている、そういうような野菜であり果樹であり、あるいは畜産であり酪

農でありというもののきめ細かい対策というのは、同じように、あるいはそれ以上に

必要なのだというふうに私は思っておるところでございます。 

 今までもいろんな政策を講じてまいりましたが、それが本当に効果を上げているか、

上げていないとすればなぜなのか、それをどのように改善をしていけばいいのかとい

うことを、本当に専業的にやっておられる方々の御意向を体しながら、あるいは現場

をよく御存じの山田委員の御意見を承りながら、当委員会の皆様方の御意見を承りな

がら基本計画に反映をさせたい。そして、それが計画倒れにならないようにきちんと

やっていきたいと思っておるところでございます。 

 

○山田俊男君  

まさに今大臣いみじくもおっしゃっていただいたわけでありますけれど、農業で、

作物の生産、流通、販売で食べていっている農業者、食べていこうとする農業者、こ

れの経営をどう支えるかということが、地域の活性化であったり我が国の農業生産力

の強化、まさにそこにつながるというふうに私も確信しているところであります。 

 もちろん、品目ごとに抱えている事情が違いますから、そこを十分踏まえながら、

どんなふうに農地の対策をやられるのか、経営安定対策をやられるのか、加工をそこ

にどんなふうに当てはめていけるのかと。それから、価格安定の仕組みをどんなふう
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に準備するかということなんだと思うんですね。そういう面では、大臣の検討されて

いる方向は多分そうだろうと、こんなふうに思うわけでありますので、その点、もう

精力的に対策を検討し、講じていただきたい、こんなふうに思うところであります。 

 さて、もう一点、最後に、この法によります融資対象から大企業を除外しているん

ですよね。私、これは日本政策金融公庫の融資で民業圧迫は避けるという意味合いで

やったのかなというふうに思うわけでありますが、先ほど来から何度も出しますえひ

め飲料、これは平成十五年にはこの法律によります低利融資を受けたんですよ。とこ

ろが、昨年十月からはこの法律の対象外だと、こういうことになっているわけです。

要は日本政策金融公庫の融資の対象外と、こういうことであります。 

 私は、どうも考えてみると、大企業は近年の国内生産の縮小で海外依存が多くなっ

たから対象から除外したのかなというふうに、まさかそんなことではないのかもしれ

ませんけど、そんなふうに思ってしまったりしかねない。要は、私が申し上げるのは、

金の切れ目が縁の切れ目になっちゃって、それで融資の対象から除外しちゃった大企

業が、それこそ海外から海外農産物を輸入して加工しています、ないしは、場合によ

ったら海外に工場を進出して加工品を日本に入れていますという実態になってしま

っていることを危惧して、それで大企業を外したのかというふうに思ったりもするん

ですが、一体このことはどんな経緯とどんな内容なんでしょうか、お尋ねしたいと思

います。 

 

○政府参考人（町田勝弘君）  

特定農産加工法につきましては、関税引下げ等により影響を受ける農産加工業者の

経営改善を促すことを目的とするということで、関税引下げ等の影響は企業の規模に

かかわらず生ずるということから、その支援対象をすべての特定農産加工業者として

きたところでございます。 

 しかしながら、本法に基づきます支援策のうち低利融資、これにつきましては、平

成二十年十月以降、中小企業者に対する貸付けに限定された、そのとおりでございま

す。これは、政策金融機関は民業補完に徹するものとの基本的な考え方の下、平成十

八年六月に行政改革推進本部等が決定をいたしました政策金融改革に係る制度設計

に即しまして、平成十九年に株式会社日本政策金融公庫法が制定されまして、食品産

業向けの貸付けは中小企業に対する償還期限が十年を超えるものに限定された、これ

によるものでございます。 

 これまでも、特定農産加工法に基づきます大企業への融資率の上限は、直近の平成

二十年でいいますと四〇％というふうにされております。融資を受けていた大企業に

おいては、残余の資金を民間の金融機関から調達していたところでございます。こう

した実態、また、中小企業に比べまして信用力が高い点を考慮いたしますれば、大企

業においては民間金融機関からの資金の融通により対応できるものと考えていると

ころでございます。 

 なお、特定農産加工法に基づく事業所税の特例、税制上の特例は大企業も引き続き
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対象としております。さらに、合併など事業再編に取り組む場合は、産業活力再生特

別措置法に基づきまして、登録免許税の軽減等、税制上の支援措置もあるところでご

ざいます。こうした措置を活用いたしまして、引き続き大企業の経営改善を支援して

まいりたいというふうに考えております。 

 

○山田俊男君  

どうも私はこの大企業を外すという整理の仕方について納得がいきません。国産の

農産物を利用して加工することの困難さについてはるるお聞きしたし、申し上げたと

ころであります。国産農産物をきちっと使いながらやはり加工している企業にあって

は、きちっと低利融資を持った制度対象にしていくという仕組みに私は戻すべきだと、

こんなふうに申し上げて、質問を終わります。 

 ありがとうございました。 

 

 

 

以 上 


